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市
・
県
民
税
の
申
告
会
場
を
市

内
各
地
区
に
開
設
し
ま
す
。
左
記

の
申
告
受
付
日
程
表
で
受
付
地
区
、

会
場
等
を
お
確
か
め
の
う
え
、
お

住
ま
い
の
地
区
の
会
場
へ
お
越
し

く
だ
さ
い
。

　

お
住
ま
い
の
地
区
の
予
定
日
に

申
告
で
き
な
い
方
は
、
２
月　

日
１６

か
ら
３
月　

日
の
間 （
土
・
日
を
除

１６

く
） 市
役
所
大
会
議
室
に
て
申
告
を

受
け
付
け
ま
す
。
た
だ
し
、
各
受

付
地
区
の
指
定
日
に
は
、
指
定
さ

れ
た
会
場
で
し
か
受
け
付
け
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
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市
役
所
か
ら
各
個
人
あ
て
に
６

月
初
旬
に
送
ら
れ
る
納
税
通
知
書

に
添
付
し
て
あ
る
納
付
書
に
よ
っ

て
、
通
常
６
月
、
８
月
、　

月
、

１０

翌
年
１
月
の
年
４
回
の
納
期
に
分

け
て
各
個
人
が
納
め
る
方
法
で
す
。
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会
社
員
等
の
給
与
所
得
者
の
市
・

県
民
税
は
、
市
役
所
か
ら
各
人
ご

と
の
税
額
を
給
与
支
払
者
（
会
社

等
）
に
通
知
し
、
会
社
等
が
６
月

か
ら
翌
年
５
月
ま
で
年　

回
に
分

１２

け
て
毎
月
の
給
与
か
ら
差
し
引
い

て
納
め
ま
す
。
会
社
を
通
じ
て
交

付
さ
れ
る
「
市
民
税
・
県
民
税
特

別
徴
収
税
額
の
決
定
通
知
書
（
納

税
義
務
者
用
）」
で
、
税
額
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

　

税
制
改
正
に
よ
り
、
平
成　

年
２１

　

月
よ
り
公
的
年
金
か
ら
住
民
税

１０を
天
引
き
す
る
特
別
徴
収
制
度
が

始
ま
り
ま
す
が
、
下
田
市
で
は
合

併
を
控
え
て
い
る
こ
と
な
ど
の
理

由
に
よ
り
、
平
成　

年
度
は
公
的

２１

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
を
行
い
ま

せ
ん
の
で
ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
。
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▼
給
与
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得

が　

万
円
を
超
え
る
方

２０
▼
２
か
所
以
上
か
ら
一
定
額
を
超

え
た
給
与
を
も
ら
っ
て
い
る
方

▼
給
与
の
年
収
が
２
、 ０
０
０
万
円

を
超
え
る
方　

な
ど

��
�
�
�
�
�
�
	


�

▼
所
得
の
合
計
額
か
ら
基
礎
控
除

な
ど
の
所
得
控
除
の
合
計
額
を
差

し
引
い
て
算
出
し
た
税
額
が
、
配

当
控
除
の
額
よ
り
多
い
方

　

確
定
申
告
を
す
る
義
務
の
な
い

方
で
も
、
次
の
よ
う
な
場
合
、
確

定
申
告
を
す
る
と
源
泉
徴
収
さ
れ

た
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

▼
ロ
ー
ン
に
よ
り
住
宅
を
取
得
し

た
方

▼
一
定
の
額
以
上
の
医
療
費
を
支

払
っ
た
方

▼
年
末
調
整
で
、
扶
養
控
除
や
社

会
保
険
料
控
除
を
受
け
て
い
な
い

方　

な
ど

　

下
田
税
務
署
の
確
定
申
告
相
談

を
、
道
の
駅
「
開
国
下
田
み
な
と
」

（
特
別
展
示
室
）
で
行
い
ま
す
。

　

期
間
中
は
、
下
田
税
務
署
で
確

定
申
告
の
相
談
は
行
っ
て
い
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

�
�　

２
月　

日 （
月
） 〜
３
月　

１６

１６

日 （
月
）（
土
・
日
を
除
く
）

�
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午
前
９
時
〜
午
後
５
時

�
�　

道
の
駅 「
開
国
下
田
み
な

と
」 （
ベ
イ
・
ス
テ
ー
ジ
下
田
） ２
階

特
別
展
示
室
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税
務
課
市
民
税
係
�
�
２
２
１
８
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下
田
税
務
署　
　

�
�
０
１
８
５

※
電
話
は
音
声
自
動
案
内
に
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
件
の
問
合
せ
は

「
０
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
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　例年３月になりますと市役所大会議室の会場は大変混雑し、長時間
お待ちいただく場合があります。申告はお早めにお願いいたします。
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平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
下

２１

田
市
に
お
住
ま
い
の
方
は
原
則
と

し
て
市 
・ 
県
民
税
の
申
告
書
を
提
出

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

▼
営
業
・
農
業
・
不
動
産
な
ど
の

所
得
が
あ
っ
た
方

▼
公
的
年
金
受
給
者
で
、
社
会
保

険
料
な
ど
の
控
除
を
受
け
る
方
や

ほ
か
の
収
入
が
あ
っ
た
方

▼
給
与
収
入
の
み
の
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
で
あ
る
が
、
勤
務
先
か
ら
市
へ

給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て

い
な
い
方　

▼
給
与
以
外
に
、
報
酬
・
原
稿
料
・

公
的
年
金
・
家
賃
等
の
不
動
産
収
入
・

配
当
（
特
定
配
当
等
、
申
告
不
要

の
配
当
を
除
く
）
な
ど
の
所
得
が

あ
っ
た
方　

▼
平
成　

年
中
に
会
社
等
を
退
職

２０

し
た
方
（
再
び
就
職
し
、
前
職
分

を
合
わ
せ
て
年
末
調
整
し
た
給
与

支
払
報
告
書
が
勤
務
先
か
ら
市
へ

提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
）　

▼
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方
（
所
得
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
申
告
が
必
要
で
す
）　

▼
ご
家
族
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る
、

仕
事
が
な
か
っ
た
な
ど
収
入
の
な

か
っ
た
方
も
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
平
成　

年
分
の
所
得
税
の
確
定

２０

申
告
書
を
提
出
さ
れ
る
方

▼
会
社
を
通
じ
て
市
へ
給
与
支
払

報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方

（
給
与
以
外
に
所
得
が
な
く
、
年

末
調
整
済
み
の
方
）

▼
認
印

▼
給
与
・
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴

収
票

▼
給
与
と
公
的
年
金
以
外
の
収
入

が
あ
る
方
は
、
平
成　

年
中
（
１

２０

月
か
ら　

月
）
の
収
入
・
支
出
が

１２

わ
か
る
も
の

▼
各
種
控
除
を
受
け
る
場
合
は
次

の
書
類

・
配
偶
者
特
別
控
除

　

配
偶
者
の
所
得
金
額
が
わ
か
る

も
の
（
源
泉
徴
収
票
な
ど
）

・
社
会
保
険
料
控
除

　

国
民
年
金
・
国
民
健
康
保
険
料

な
ど
の
払
込
証
明
書

・
生
命
保
険
料 
・ 
地
震
保
険
料
控
除

　

保
険
料
の
払
込
証
明
書

・
医
療
費
控
除

　

支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書
・

レ
シ
ー
ト
、
健
康
保
険
や
生
命
保

険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額
の

明
細
書

＊
領
収
書
等
は
整
理
し
、
支
払
っ

た
医
療
費
・
交
通
費
の
明
細
を
便

箋
等
に
受
診
者
ご
と
に
病
院
別
・

日
付
順
に
記
入
し
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。（
合
計
額
を
必
ず
計
算
し
て

お
い
て
く
だ
さ
い
）

・
障
害
者
控
除

身
体
障
害
者
手
帳
、 療
育
手
帳
な
ど

・
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

＊
平
成　

年
か
ら
平
成　

年
の
間

１１

１８

に
住
宅
を
取
得
等
し
、 居
住
の
用
に

供
し
た
住
宅
の
控
除
が
所
得
税
か

ら
控
除
し
き
れ
な
い
方
は
住
民
税

か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
期
間
に
申
告
を
し
な
い
と

控
除
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
必

ず
期
間
内
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
そ
の
他
の
控
除
に
つ
い
て
は
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。
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